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二
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会

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
三
号

　
宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
議
会
議
長
　
　
石
　
　
川
　
　
光 

次 

郎
　
　
　

　
　
　
宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
三
月
二
十
六
日
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
第
三
条
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
第
四
条
第
一
項
の
表
局
長
の
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
表
次
長
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務

局
長
」
に
、「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
表
課
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
　
　
括

課
長
補
佐

課

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。

　
第
四
条
第
一
項
の
表
課
長
補
佐
の
項
中
「
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命

ぜ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
」
及
び
「
も
の
と
す
る
」
を
削
る
。

　
第
五
条
第
一
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
第
七
条
の
見
出
し
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
同
条
第
三
号
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条

第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
次

長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次

長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
局

長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
の
規
定

中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、

「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事

務
局
長
」
に
、「
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、「
及
び
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
（
同

条
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）
の
承
認
」
を
削
る
。

　
第
七
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
一
号
か
ら
第

六
号
ま
で
」
を
「
各
号
」
に
改
め
る
。

　
第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
課
長
補
佐
（
以
下
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
」
と
い
う
。）」

を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
六
号
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
十
六
号
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に

改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
局
長
」
を
「
事

務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
第
八
条
の
二
の
見
出
し
及
び
第
一
項
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
同
項
第
一
号
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
課
長
補
佐
」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
第
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局

長
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
十
号
中
「
　局　

長

　
」
を
「事

務
局
長

」
に
、「
　次　

長

　
」
を
「副

事
務
局
長

」
に
、
「

課
長

（総
括

補
佐　

担
当

）
」
を
「総

括
課
長
補
佐

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
四
号

　
宮
城
県
議
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
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次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
議
会
議
長
　
　
石
　
　
川
　
　
光 

次 

郎
　
　
　

　
　
　�
宮
城
県
議
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

　
宮
城
県
議
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
の
表
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
第
三
条
の
表
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
五
号

　
宮
城
県
議
会
事
務
局
職
員
分
限
懲
戒
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
議
会
議
長
　
　
石
　
　
川
　
　
光 

次 

郎
　
　
　

　
　
　
宮
城
県
議
会
事
務
局
職
員
分
限
懲
戒
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
宮
城
県
議
会
事
務
局
職
員
分
限
懲
戒
審
査
会
規
程
（
平
成
八
年
八
月
十
九
日
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
三
条
第
一
項
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
、「
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
総
務
課
長
補
佐
」
を
「
総
務
課

総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


